
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
四
号

二
〇
〇
〇
年
三
月

韓
国
国
立
中
央
博
物
館
所
蔵

ア
ン
ペ
ラ
文
書
に

つ
い
て
の
覚
え
書
き

大

津

透

は
じ
め
に

筆
者
は
、
か
つ
て
榎
本
淳

一
氏
と
と
も
に
、
龍
谷
大
学
所
蔵
の
大
谷
探
検
隊
ト

ゥ
ル
フ
ァ
ン
将
来
の
大
谷
文
書
の
う
ち
の
ア
ン
ペ
ラ
痕
の
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
ア
ン

(
1
)

ペ
ラ
文
書
群
の
復
原
作
業
を
行
な

っ
た
。
そ
れ
が
唐
儀
鳳
三
年

(六
七
八
)
度
支

奏
抄

・
四
年
金
部
旨
符
と
い
う
、
唐
代
に
中
央
政
府
が
全
国
の
州
県
に
下
し
た
い

わ
ば
予
算
の
指
示
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
理
し
た
西
州
が
施
行
す
る
た
め
に
作
成
し

た
写
し
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に

一
九
七
〇
年
代
に
中
国
側
が
発
掘

し
た
ア
ス
タ
ー
ナ
二
三
〇
号
墓
の
文
書
と
接
続
し
て

一
連
の
文
書
で
あ
り

(理
由

は
不
明
だ
が
二
二
五
墓
の
二
断
片
と
も

一
連

で
あ
る
)、
現
在
中
国
で
二
三
〇
号

と
番
号
を
付
さ
れ
た
張
礼
臣
の
墓
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
反
故
文
書
で
あ

っ
た
こ
と

を
の
べ
た
。

こ
れ
ら
は
墓
中
の
ミ
イ
ラ
を
横
た
え
た
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
用
途
に
利
用
さ

れ
た
ア
ン
ペ
ラ

(薦
)
に
貼
ら
れ
た
紙
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
韓
国
ソ
ウ
ル
の
国

立
中
央
博
物
館
に
は
、
美
術
資
料
を
中
心
に
大
谷
探
検
隊
の
西
域
将
来
品
が
収
蔵

(
2

)

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
考
古
資
料
の

一
つ
と
し
て
ア
ン
ペ
ラ
そ
の
も
の
が
あ

り
、
し
か
も
そ
こ
に
は
紙

(文
書
)
が
貼
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
日
本
で
も
龍
谷

(
3

)

大
学
関
係
な
ど

一
部
の
人
々
の
問
で
は
知
ら
れ
て
い
た
。
筆
者
も
私
的
に
そ
の
写

真
を
見
せ
て
も
ら

っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
お
そ
ら
く
大
谷
文
書
と

一
連
の
文

書
で
あ
る
と
推
定
し
、

一
日
も
早
く
ソ
ウ
ル
で
調
査
が
進
み
、
成
果
が
何
ら
か
の

形
で
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
待
ち
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

昨
年
、
畏
友
で
あ
る
任
大
煕
氏

(慶
北
大
学
校
教
授
)
を
通
じ
て
、
そ
の
閲
覧

や
調
査
が
可
能
で
あ
る
か
問
い
合
わ
せ
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
氏
の
御
高
配
に
よ
り
、

国
立
中
央
博
物
館
金
在
弘
氏
か
ら
同
館
編
集
発
行
の

『美
術
資
料
』
五
六
号

(
一

九
九
五
年
十
二
月
発
行
)
の
恵
投
を
う
け
た
。
そ
こ
に
は
、
驚
い
た
こ
と
に
、
閾

丙
勲
、
安
乗
燦
氏
に
よ
る

「国
立
中
央
博
物
館
所
蔵
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
出
土
文
書
管

見
」
と
題
す
る
論
考
が
の
せ
ら
れ
て
い
て
、
同
館
蔵
の
ア
ン
ペ
ラ
の
鮮
明
な
写
真

が
の
せ
ら
れ
、
紙
背
か
ら
解
読
し
た

(赤
外
線
写
真
も
利
用
し
て
い
る
)
以
下
あ

げ
る
釈
文
が
掲
載
さ
れ
、
簡
単
な
文
書
内
容
の
説
明
が
付
さ
れ
、
ま
た
文
書
の
紙
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質
と
付
帯
し
て
い
る
赤
色
絹
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
文
書

の
新
発

見
に
よ
る
今
後
の
研
究
は
も
ち
ろ
ん
期
待
さ
れ
る
が
、
ア
ン
ペ
ラ
そ
の
も
の
や
、

絹
の
分
析
を
通
じ
て
の
副
葬
形
態
の
復
原
研
究
に
、

一
層
の
研
究
の
進
展
が
期
待

さ
れ
る
だ
ろ
う
。

幸
い
本
誌
に
紙
幅
の
余
裕
も
あ
る
の
で
、
閲

・
安
論
文
で
紹
介
さ
れ
た
文
書
釈

文
を
日
本
の
学
界
に
紹
介
し
、
あ
わ
せ

て
現
在
わ
か
る
範
囲
で
若
干
の
私
見
を
加

え
て
み
た

い
と
思
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
文
書

の
実
見
と
調
査
な
し
で
は
何
も

始
ま
ら
な

い
の
で
、
こ
れ
は
将
来

の
実
見

の
機
会
を
期
待
し
て
の
、
現
段
階
で
わ

か
り
考
え
た
こ
と

の
メ
モ
に
す
ぎ
な
い
。

一
日
も
早
く
環
境
が
整

い
、
最
終
的
に

は
ア
ン
ペ
ラ
か
ら
文
書
を
は
が
し
て
の
調
査
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、

ま
た
可
能
で
あ
れ
ば
で
き
る
限
り
の
協
力
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

一
、
文
書
の
釈
文
と
追
加

今
回
発
表
さ
れ
た
釈
文
は
、
同
論
文

一
六
七
頁
よ
り
忠
実
に
移
録
す
れ
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

1

口
廣
交
都
督
府
庸
調
[
「

2
諸
州

有
路
程
遠
若
仍
委
府
司

3

]
訖
具
頭
色
目
便
申
所
由

4

有
乗
物
請
市
翰
細
好
物
逓
送

5
頭

色
目
申
度
支
金
部
口
口

6

一

嶺
南
諸
州
折
納
米
粟
及
雑
種

7

下
口
処
不
堪
久
貯
者
不
得
多

8

一
桂

廣
二
府
受
納
諸
州
課
税
者

9
供

用
外
逓
送
納
東
都
口

10
□

在
府
北
[
庸
調
器
物
應
送

11
者

便
留
州
貯
運
次
隨
送
不

12
致

令
労
擾
毎
年
請
委
録
事

13

口
納
如
其
欠
乗
便
申
金
部
度

14

口
ロ

ー5

一

都
督
府
管
内
諸
州
有
兵

16

口
口
口

さ
ら
に
ア
ン
ペ
ラ
の
状
況
を
示
す
写
真

(原
論
文

一
六
八
頁

の
図
12
)
を
転
載

し
て
お
こ
う
。
こ
の
ア
ン
ペ
ラ
は
、

一
六

㎝
×
四
九

・
三

㎝
で
あ
り
、
写
真
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
文
字
が
紙
背
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
を
肉
眼
と
赤
外

線
写
真
で
判
読
し
た
の
が
、
右

の
公
表
さ
れ
た
釈
文
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
は
紙

二
枚
が
貼
り
合
わ
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
内
側
つ
ま
り
ア
ン
ペ
ラ
に
接
し
て
い
る
側

の
紙
に
つ
い
て
は
、
文
字
は
あ
る
が
現
状
で
は
判
読
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

ま
た
ア
ン
ペ
ラ
の
裏
面
は
、
写
真
を
見
る
と
、
紙
が
複
雑
に
折
り
こ
ま
れ
て
い
て

文
字
は
な

い
よ
う
だ
が
、
文
字
の
有
無
の
確
認
と
表
側
文
書
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、

一
層
の
調
査
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

さ
て
こ
の
文
書

の
写
真
を
み
て
気
付

い
た
こ
と
だ
が
、
文
書
左
側
の
欠
失
部

(写
真
で
は
右
側
に
な
る
)
は
、
紙
形
と
文
字

・
文
章
の

一
致
か
ら
、
中
国
側
が

発
掘
し
た
、
二
三
〇
号
墓
出
土
の

「唐
儀
鳳
三
年
尚
書
省
戸
部
支
配
諸
州
庸
調
及

折
造
雑
練
色
数
処
分
事
条
啓
」
の
文
書
断
簡
口

の
右
側
に
接
続
す
る

(こ
の
断
簡

は
旧
稿

で
は
甘
と

し
た
も

の
。
写
真
は

『吐
魯
番
出
土
文
書
』

(図
録

本
)
騨

〔文
物
出
版
社
、

一
九
九
六
年
〕
六
七
頁
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
)
。

し
た
が

っ
て
、

H
断
簡
と
並
べ
て
釈
読
す
る
こ
と
で
、
文
字
配
り
な
ど
改
め
る

こ
と
が
で
き
、
ま
た
釈
読
に
疑
問
が
あ
る
も
の
は
訂
正
案
を
あ
げ
た
の
が
左
に
あ

げ
る
釈
文

(案
)
で
あ
る
。
原
ア
ン
ペ
ラ
に
貼
ら
れ
た
紙
に
は
、
下
部
に
な
お
本
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来
五

㎝
程
度
の
紙
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
こ
の
釈
文
で
は

一
応
と
り
あ

え
ず
各
行
五
字
分
の
欠
失
を
想
定
し
た
。

釈

文

(案
)

(前

欠
)

1

口
口
廣
交
都
督
府
庸
調
口
[

]

(者

)

2
諸
州

有
路
程
遠
若
、
仍
委
府
司
[

口

つ

コ

3

[

]
訖

、
具
顕
色
目
便
申
所
由

[

]

4

有
乗
物
、
請
市
輕
細
好
物
逓
送

[

]

5

頭
色
目
申
度
支
金
部
。

6

一

嶺
南
諸
州
、
折
納
米
粟
及
雑
種

[

]

7

下
灘
処

不
堪
久
貯
者
、
不
得
多

[

]

8

一
桂

廣
二
府

受
納
諸
州
課
税
者
、
[

]

9

供
用
外
、
並
逓
送
納
東
都
、
口
[

]

10

口
在
府
北
口
庸
調
器
物
應
送

[

]

11
者

、
便
留
州
貯
運
次
隨

送
、
不

[

ロ

12
致

令
労
擾
、
毎
年
請
委
録
事
[

口

〔支

〕

13

口
納
、
如
其
欠
乗
便
申
金
部
度

[

]

14

口
口
口1
H

一
交
州
都
督
府

管
内
諸
州
、
有
兵

[

口

2

料
、
請
委
交
府
、
便
配
以
南
諸
州

[

]

〔州
〕

〔等
、錐
〕

3
粮

外
、
受
納
逓
送
入
東
都
。
其
欽
口

安
海
口

口

4

非
所
管
、
路
程
稍
近
、
遣
与
桂
府
及
欽
州
相
知
、

5

准
防
人
須
粮
支
配
使
充
、
其
破
用
見
在
数
、
与
計

6

帳
同
申
所
司
。

(後

略
)

な
お
現
状
で
は
読
め
な

い
内
側
の
文
書
は
、
当
然
二
三
〇
号
墓
の
(
一
)
、
旧
稿
に

よ
れ
ば
H
断
簡
の
右
側
に
接
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
今
後
の
調
査
に
心
か
ら
期
待

し
た
い
。二

、
内
容

に

つ
い
て

最
後
に
、
不
明
な
部
分
が
多
く
、
今
後
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
今
回
復
原

し
た
部
分
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

釈
文
に
あ
げ
た
20
行
の
内
容
は
、
す
べ
て
桂
州

・
広
州

・
交
州
各
都
督
府
と
嶺

南
諸
州
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
嶺
南
道
の
税
物
、
調
庸
制
に
関
わ
る
規
定
で
あ

り
、
ま
と
ま

っ
て
い
る
。

第
1
条

(1
～
5
行
)
は
、
諸
州
が
調
庸
を
広

・
交

(お
よ
び
桂
か
)
各
都
督

府

へ
納
入
す
る
全
般
的
規
定
か
と
考
え
ら
れ
る
。
路
程

(各
都
督
府
ま
で
の
?
)

が
遠
け
れ
ば
、
府
司
に
委
ね
、
納
入
す
る
色
目
を
所
司
に
報
告
す
る
。
も
し
余
剰

が
あ
れ
ば
、
「軽
細
好
物
」
に
交
易
し
て
逓
送
し
、
数
量
や
品
目
を
度
支

・
金
部

に
報
告
す
る
の
意
味
か
と
思
わ
れ
る
。

第

2
条

(
6

・
7
行
)
は
、
嶺
南
諸
州
が
米
粟
や
そ
の
他

の
穀
類
に
折
納
す
る

規
定

で
、
多
湿
で
貯
蔵
に
適
さ
な

い
地
域
で
は
多
く
…
…
し
て
は
い
け
な

い
。
な

お
原
釈
文
は
7
行
2
字
目
を
読
ん
で
い
な

い
が
、
『新
唐
書
』
巻
五

一
食
貨

の
、

常
平
倉
を
置
い
た
記
事
に

「
下
湿
之
地
、
粟
蔵
二五
年
一
、米
蔵
二
三
年
一、
皆
著
二
于

令

一」
と
あ
る
よ
う

に

「下
湿
」
は
律
令
用
語
で
あ
り
、
写
真
か
ら
も

「湿
」
と

読
む
べ
き
だ
ろ
う
。

本
条
は
、
唐
令
拾
遺
賦
役
令
七
条

の
、
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諸
嶺
南
諸
州
、
税
米
上
戸

一
石
二
斗
、
次
戸
八
斗
、
下
戸
六
斗
、
若
夷
糠
之

戸
、
皆
従
半
輸
、

と
あ
る
嶺
南
税
米

の
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
、
嶺
南
は
調
庸
制
適
用
外
地

(4

)

(5

)

域
で
あ
り
、
地
方
税
で
あ
る
と
考
え
る
説
や
、
租

の
折
納
で
あ
る
と
す
る
説
な
ど
、

理
解
が
わ
か
れ
て
い
る
。
本
史
料
か
ら
、
税

米
が
中
央
政
府

の
税
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
、
ま
た
嶺
南
諸
州
が
調
庸
を
納
入
し

て
い
た
こ
と
も
疑

い
な

い
。
あ
る
い

は
嶺
南
道

の
中
で
も
州
ご
と
に
調
庸
を
納
め
る
州
と
税
米
を
納
め
る
州
と
が
分
か

れ
て
い
る
の
か
な
ど
、
な
お
検
討
の
余
地
は
大
き
い
。

第
三
条

(
8
～
14
行
)
は
、
桂
州

・
広
州
両
都
督
府
が
受
納
し
た
管
下
諸
州

の

課
税

(租
庸
調
と
税
米
か
)
の
取
り
扱
い
規
定

で
あ
る
。
必
要
な
部
分
を
除

い
て

東
都
洛
陽

へ
逓
送
す
る
よ
う
に
と
の
べ
て
い
て
、
不
明
な
部
分
も
多

い
が
、
州
に

留
め
て
お
い
て
必
要
に
応
じ
て
送
納
し
、
民
衆
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
、

不
足
や
余
剰
が
生
じ
た
ら
金
部

・
度
支
に
報
告
す
る
よ
う
に
と
規
定
し
て
い
る
。

な
お

「労
擾
」
は
、
養
老
賦
役
令
34
車
牛
人
力
条
に
み
え
る
律
令
用
語
で
、
『令

義
解
』
は

「不
レ明
二期
会

、
妄
動
二人
民
一之
類
也
」
と
注
釈
し
て
い
る
。

第
四
条

(H
1
～
6
条
)
は
、
第
三
条
と
対
に
な
り
、
嶺
南
道

の
う
ち
交
州
都

督
府
分
の
規
定

で
あ
る
。
旧
稿
二
二
頁
で
は
、
「お
そ
ら
く
交
州
都
督
府
下

の
防

人
粗
米
を
交
府
に
委
ね
て

「以
南
諸
州
」
に
分
配
し
て
徴
収
し
、
残
り
を
中
央
に

租
税
と
し
て
送
る
規
定
と
推
測
で
き
る
。

3
行
目
以
下
、
欽
州
の
安
海
県
は
、
西

方
の
交
州
の
所
管
外
だ
が
、
近
い
の
で
北
方

の
桂
州
都
督
府
や
欽
州
と
共
に
検
じ
、

「防
入
須
根
」
と
同
様
に
交
州
で
徴
収
し
て
用
い
る
。
交
州
は
そ
の
使
用
量
と
残

高
を
計
帳
と
同
時
に
中
央
官
司
に
報
告
さ
せ
る
規
定
か
」
と
の
べ
た
が
、
今
回
1

行
目
が
補
わ
れ
、
ほ
ぼ
同
じ
解
釈
が
維
持

で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
旧
稿
で
、

本
条
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
租
税
は
米
で
あ
り
、
嶺
南
税
米
を
さ
し
、
嶺
南
は
租

庸
調
制
適
用
外
地
で
あ
り
米
を
徴
収
し
た
と
記
し
た
点
は
、
前
述
の
よ
う
に
な
お

一
層

の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
あ
と
に
は
、
省
略
し
た
が
、
二
条

(5
行
)
お
い
て
、
旧
第
四
条

(
H
12
～
19
行
)
に
、
江
南

・
嶺
南
な
ど
の
庸
調
を
楊
州
都
督
府

(潅
南
)

へ
送

納
し
、
そ
こ
か
ら
楊
府
が
綱
典
を
差
し
て
部
領
さ
せ
、
官
船
等
に
よ
り
洛
陽

へ
転

運
す
る
規
定
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
嶺
南
道

の
調
庸
に
つ
い
て
、
諸
州
か
ら
桂
広
交

府

へ
の
納
入
、
桂
広
府
お
よ
び
交
府
で
の
扱

い
と
送
納
、
さ
ら
に
楊
州
か
ら
東
都

へ
の
送
納
と
、
順
に
洛
陽
に
い
た
る
ま
で
論
理
的
に
条
文
が
配
列
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

註(
1
)

拙
稿

「
唐
律
令
国

家

の
予
算

に

つ
い
て
」

(
『史
学
雑

誌
』

九
五
ー

一
二
、

一
九

八

六
年

、
以
下
旧
稿
と

は
こ
れ
を
指

す
)
、
大
津

透

・
榎
本
淳

一

「
大
谷
探
検
隊
吐
魯
番

将
来

ア
ン
ペ
ラ
文
書
群

の
復

原
」

(
『東

洋
史

苑
』

二
八
、

一
九
八
七
年
)
、
拙
稿

「大

谷

・
吐
魯
番

文
書
復

原

二
題
」

(唐

代
史

研
究
会

編

『東

ア
ジ

ア
古

文
書

の
史
的

研

究
』

刀
水

書
房
、

一
九
九

〇
年

)
、
「唐

儀

鳳

三
年

度

支
奏

抄

・
四
年
金

部

旨

符
補

考
」

(
『東
洋
史
研
究
』

四
九
ー

二
、

一
九
九
〇
年
)

(
2
)

大
谷
探
検
隊
収
集

品

の
分
散

の
行
方

に

つ
い
て
は
、
藤
枝
晃

「大

谷

コ
レ
ク
シ

ョ

ン
の
現
状
」

(龍
谷
大
学
三
五
〇
周
年
記
念
学
術
企
画
出
版
編
集
委
員
会
編

『佛
教
東

漸
』
思
文
閣
出
版

、

一
九
九

一
年
、
初
発
表

一
九
八
九
年

)
参

照
。
韓
国

国
立
中
央

博
物
館
所
蔵
品
に

つ
い
て
は
、
同
館
編

『中
央

ア
ジ

ア
の
美
術
』

(日
本
語
版

、
学

生

社
、

一
九
八
九
年
)
を
参

照
。

(
3
)

一
九
九
八
年
九
月

の
唐
代
西
域
文
明
ー
安
西
大
都

護
府
国
際

学
術
討
論
会

に
は
、

金
英
鎮

「韓

国
国

立
中
央
博
物
館

所
蔵
吐
魯
番

文
書
」
と

い
う

報
告
が
あ

っ
た
が
、

論
文
自
体
は
未
公
刊
で
あ
る
。

(
4
)

日
野
開
三
郎

「
唐

の
賦
役
令

の
嶺
南
税

戸
米
」

(
『日
野
開

三
郎
東
洋
史
学
論
集
』
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12
、
三

一
書
房
、

一
九

八
九
年
、
初
発
表

一
九

八
四
年
)

(
5
)

李
錦

繍

『唐
代

財
政
史

稿

(上
巻
)
』

(北
京

大
学
出

版
社
、

一
九
九

五
年
)
、
六

一
四
-
六

二
〇
頁
。
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[付
記
]

な
お
本
稿

は
、
平
成
十

一
年
度
科

学
研
究
費
特
定

領
域
研
究

A

「古
典

学

の
再

構
築
」

B
O2
班
公
募
研
究

「
日
本
に
お
け

る
唐

律
令

・
礼

の
継
受

と
展

開
」

の
成
果

の

一
部

で
あ

る
。

◆


